
当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、 厚生労働省北海道厚生局に届出を行っています。 

 

■歯科点数表の初診料の注 1 に規定する施設基準【歯初診】 

当院では口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理の

徹底等、十分な院内感染防止対策を行っています。当院には歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策

及び新興感染症に対する対策の研修を 4年に 1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が 1名以上配置さ

れています。また、職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院

内研修等を実施しています。 

 

★医療情報取得加算 

当院は、マイナ保険証で受診ができる「オンライン資格確認」を導入しています。マイナ保険証の利用や問診票

などを通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

 

★明細書発行体制 

算定した診療報酬の区分、項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書の発行を無料で行っていま

す。公費医療の(自己負担のない)患者様にも無料で発行しています。なお、必要のない場合は事前に窓口にお伝

えください。 

 

★一般名処方加算 

薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨

を患者に十分に説明を実施しています。 

医薬品の供給状況等や，令和 6 年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患

者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ，一般名処方の趣旨を患者様に十分に

説明します。 

 

■歯科外来診療医療安全対策加算 1【外安全 1】 

歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、

職員に医療安全対策に係る院内研修等を実施 

しています。また、緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。 

自動体外式除細動器(AED)を常備しています。 

※連携先保険医療機関名※電話番号 

 

■歯科外来診療感染対策加算【外感染 1】 

歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感

染防止に努めています。 

 

■歯科疾患管理料の注 11 に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料【医管】 

医科の主治医、病院と連携し、全身的な管理体制のもと歯科治療をおこないます。 

 

■歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準【歯訪診】 

訪問診療を行っております。なお、当院は、訪問診療を専門とする医療機関ではありません。 

 



■有床義歯咀嚼機能検査 1 のロ及び咀嚼能力検査【咀嚼能力】 

義歯を装着し顎運動及び咀嚼運動を測定するため、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。 

 

■外来後発医薬品使用体制加算【外後発使】 

当院では、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品

の使用に積極的に取り組んでいます。 

 

■手術用顕微鏡加算【手顕微加】 

複雑な根管治療には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。 

 

■歯根端切除手術の注 3【根切顕微】 

手術用顕微鏡を用いて歯根端切除術の手術を行っています。 

 

■クラウン・ブリッジ維持管理料【補管】 

当院で装着した冠やブリッジにおいて、2 年間の維持管理を行っています。異常があればそのままにせず、早め

にお知らせください。 

 

■歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

1. 外来医療を実施している保険医療機関です。 

2. 主として歯科医療に従事する職員が勤務しています。 

3. 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されています。 

 

【選定療養】 

当院では、保険外併用医療費を取り扱っています。 

 

●金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填) 

チタン上顎:250,000 円下顎:250,000 円コばルト上顎:200,000 円下顎:200,000 円 

 

やよいフレンド歯科 

電話番号：0144-75-2000 

 

2025 年 4 月現在 


